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監査結果に基づく措置の公表について

地方自治法第 199 条第 14 項の規定により、監査結果に基づいて措置を講じた

旨の通知があったので、別紙のとおり公表します。



１．監査の種類等 財政援助団体等監査

（令和４年４月１日～令和５年３月 31 日分）

２．監査対象団体 浦安市婦人の会連合会

３．担当部署 生涯学習部 生涯学習課

４．監査結果公表年月日 令和５年 11 月 29 日

５．監査結果及び措置内容

指摘・改善事項（課名等） 措置の内容

１ 財政援助団体等監査（生涯学習課）

会則に定められていない連合会の会費

について、令和４年度は年額 800 円を各

会員から徴収し、その内 400 円について

は、各地区の予算として、残りの 400 円

を連合会の予算とし、それぞれ運営して

いる。さらに、補助金以外からではある

が、連合会役員へ報酬が支払われていた。

会則については、連合会の発足当初に作

成され、その後、何度か改正がされては

いるが、会費や報酬については、会則と

して定められているべきであり、第２条

（目的）、第３条（事業）等についても、

浦安市社会教育関係団体として認定され

るためには、現在の連合会のあり方に合

わせた見直しを行うことが必要であると

思われることから、会則の見直しを求め

る。

（改善事項：浦安市婦人の会連合会）

浦安市婦人の会連合会の会則につきまし

ては、会費及び役員報酬に関する規定の追

加を要望し、あわせて第２条（目的）、第３

条（事業）等についても、浦安市社会教育

関係団体として現在の連合会のあり方に合

わせた見直しを検討するよう求めました。

２ 当該補助金の交付にあたり前提とな

る、浦安市社会教育関係団体の認定につ

いて、本来、認定期間が２年間であるが

「浦安市社会教育関係団体の認定に関す

る運用基準（以下「運用基準」という）」

により、別に定める団体（当該補助金の

交付団体を含む）については認定の有効

期間を設けないとされ、これまで長期間

浦安市社会教育関係団体活動補助金の交

付団体につきましては、現在「浦安市社会

教育関係団体の認定に関する運用基準」の

「４（２）認定の有効期間の特例」の規定

により、認定の有効期間が設けられていま

せんが、今後は他の団体と同様２年間とす

るよう、規定の改正に取り組みます。

認定の審査は、毎年度、補助金交付手続



に亘り当該補助金が交付されている。

当該補助金は、認定団体の活動費の補

助金で「浦安市社会教育関係団体」の認

定を受けていることが大前提である。

認定要件として「浦安市社会教育関係

団体の認定に関する要綱」第２条第２号

イにおいて、「規約又は会則等に基づいて

組織及び運営が行われていること」とさ

れている。連合会への上記改善事項のと

おり、会則については改善が必要と思わ

れる状況であり、認定の要件に不備があ

るまま、長年認定団体とされたものと推

測される。運用基準により当該補助金交

付団体について、認定の有効期限を設け

ないとするのであれば、当該補助金交付

の中で、必要な要件の確認がされるべき

であり、当該補助金交付団体の認定期間

の運用について改善を求める。

（改善事項：生涯学習課）

きの際にあわせて行いますが、必要な要件

の確認を徹底し、適正な団体認定及び補助

金交付に努めてまいります。

３ 補助金交付申請の際に提出された収支

予算書の各事業費の積算内訳について、

一部詳細に記載がされていないまま、交

付決定されていた。交付申請にあっては、

各事業でどのような経費が必要なのかの

確認がされ、交付決定されるべきである

と思われる。今後の補助金申請手続きに

おいて、連合会から提出される収支予算

書について、適正な積算内訳の記載を求

めるよう適正な補助金の交付に努められ

たい。

（改善事項：生涯学習課）

補助金交付申請の手続きの際に連合会か

ら提出される年度予算書に、各事業費の積

算内訳を記載するよう求め、適正な補助金

交付に努めてまいります。


